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議案の提出について 

 

 

 下記の議案を、別紙のとおり地方自治法第112条及び会議規則第14条の規定により提出

します。 

 

記 

 

市議案第３号 岸和田市議会委員会条例の一部改正について 

  

写 

 



 

岸和田市議会委員会条例の一部を改正する条例 

 

岸和田市議会委員会条例（昭和45年条例第40号）の一部を次のように改正する。 

第２条第３項第４号中「市民環境部」を「市民健康部」に改め、同条第４項中第２号を

削り、第３号を第２号とし、第４号から第６号までを１号ずつ繰り上げ、同条第５項中第

６号を第７号とし、第５号を削り、第４号を第６号とし、同号の前に次の１号を加える。 

(5) 下水道河川部の所管に関する事項 

第２条第５項第３号を同項第４号とし、同項第２号を同項第３号とし、同項第１号の次

に次の１号を加える。 

(2) 環境農林水産部の所管に関する事項 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 



 

理     由 

 

岸和田市事務分掌条例の一部改正に伴い、常任委員会の所管を改める必要が生じたため。 


